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令和７年第６回遠別町議会（定例会） 会議録 

招 集 年 月 日 令和７年１２月１２日 

招 集 場 所 遠別町議会議場 

開 、 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 
開  会 令和７年１２月１２日 午前１０：００ 

議  長 小 森 嘉 孝 

閉  会 令和７年１２月１２日 午後 ２：４４ 

議  長 小 森 嘉 孝 

応(不応)招議員  

及 び 出 席 議 員 

並びに欠席議員  

 

 

 

出席    ７名 

欠席    ０名 

（凡例） 

○出席を示す  

△欠席を示す  

×不応招を示す 

△公 公務欠席 

   を示す 

議席番号 氏       名 出欠の別 

１ 小 森 嘉 孝 ○ 

２ 橋 本 初 昭 ○ 

３ 大 石 幸 夫 ○ 

４ 白 井 金 治 ○ 

５ 山 本 仁 美 ○ 

６   

７ 山 下   悟 ○ 

８ 白 幡 広 喜 ○ 
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会議録署名議員 ２ 番 橋 本 初 昭 ３ 番 大 石 幸 夫 

職務のため出席した者の職氏名 事務局長 坂 川 敏 文 係 長 守 屋 佳 貴 

地方自治法第１２１条の規定 

により出席を求めた者の職氏名 

町 長 國 部 雅 人 農業委員会会長 妻 沼   浩 

教育長 土 井 寿 彦   

地方自治法第 121

条の規定により町

長等の委任により

出席した者の職氏

名 

総務課長 髙 田 博 之 出納室長 小 森 正 広 

まちづくり推進課長 佐 藤 克 久 診療所事務長 西 尾 英 樹 

住民課長 小 森 正 広 教育次長 緒 方   章 

福祉課長 小 林 大 輔 農業委員会事務局長 齊 藤 晶 夫 

農林水産課長 齊 藤 晶 夫   

建設課長 千 葉 光 彦   

    

議 事 日 程 議長は、本日の日程を別紙のとおり報告した。 

町長提出議案の題目 別紙のとおり 

議員提出議案の題目 別紙のとおり 

会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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第６回遠別町議会（定例会）議事日程 

 

令和７年１２月１２日 

                         午前１０時００分 開議 

第１号                               №１ 

日程 

番号 
議 件 番 号  議 件 名 提案者 

  開会開議宣言 議 長 

１  会議録署名議員指名の件 〃 

２  会期決定の件 〃 

３  諸般の報告 〃 

４  行政報告 町 長 

５  一般質問 議 員 

６ 報告第１０号 総務産業常任委員会町内所管事務調査報告について 議 長 

７ 報告第１１号 総務産業常任委員会道外所管事務調査報告について 〃 

８ 議案第４９号 遠別町長等の給与等に関する条例の一部改正について 町 長 

９ 議案第５０号 遠別町職員の給与に関する条例の一部改正について 〃 

１０ 議案第５１号 遠別町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉

手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

〃 

１１ 議案第５２号 遠別町第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一

部改正について 

〃 

１２ 発議第 ５号 遠別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部改正について 

議 員 

１３ 議案第５３号 遠別町犯罪被害者等支援条例の制定について 町 長 

１４ 議案第５４号 遠別町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について 

〃 

１５ 議案第５５号 遠別町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について 〃 

１６ 議案第５６号 工事請負契約の変更について（遠別中学校建設工事 

（建築主体工事）） 

〃 

１７ 議案第５７号 工事請負契約の変更について（遠別中学校建設工事 

（電気設備工事）） 

〃 

１８ 議案第５８号 工事請負契約の変更について（遠別中学校建設工事 

（機械設備工事）） 

〃 

１９ 議案第５９号 令和７年度遠別町一般会計補正予算（第７号） 〃 

２０ 議案第６０号 令和７年度遠別町国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号） 

〃 
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第６回遠別町議会（定例会）議事日程 

 

令和７年１２月１２日 

                         午前１０時００分 開議 

第１号                              №２ 

日程 

番号 
議 件 番 号  議 件 名 提案者 

２１ 議案第６１号 令和７年度遠別町国民健康保険診療所特別会計補正予

算（第２号） 

町 長 

２２ 議案第６２号 令和７年度遠別町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号） 

〃 

２３ 議案第６３号 令和７年度遠別町介護保険特別会計補正予算（第２号） 〃 

２４ 議案第６４号 令和７年度遠別町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 〃 

２５ 議案第６５号 令和７年度遠別町下水道事業会計補正予算（第１号） 〃 

２６ 意見案第８号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書 議 員 
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第６回遠別町議会（定例会）諸般の報告 

 

１ 町長から送付を受けた議案は、次のとおりである。   

  議案第４９号 遠別町長等の給与等に関する条例の一部改正について 

 外１６件 

   

２ 議長から提出する議案は、次のとおりである。 

  報告第１０号 総務産業常任委員会町内所管事務調査報告 外１件 

   

３ 議員から提出された意見書案は、次のとおりである。 

  意見案第８号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書 

 

４ 議員から提出された議案は、次のとおりである。 

  発議第 ５号 遠別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 

改正について 

 

５ 監査委員から送付を受けた報告は、次のとおりである。 

令和７年度１０月分の例月現金出納検査結果については、別紙１のとおりである。 

 

６ 本会議に説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席する者は、別紙２の

とおりである。   

 

７ 本会議に職務のため出席する事務局職員は、次のとおりである。 

   事務局長  坂 川 敏 文 

  係  長  守 屋 佳 貴 

 

８ そ の 他 

 １１月１１日 第６９回町村議会議長全国大会に出席のため議長東京都他に出張 

   ～１４日  

 １１月２６日 小川隆宏留萌駐屯地司令を囲む会に出席のため議長留萌市に出張 
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会議の経過 

令和７年１２月１２日 

開会・開議 議長 小森嘉孝君 

ただいまから、令和７年第６回遠別町議会定例会を開催しま

す。本日は出席を求めておりました田中監査委員から欠席する旨

の連絡がありましたので、報告をいたします。本日の出席議員は

７名全員であります。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。なお、発言の際はマスクを外して発言願い

ます。 

日程第１ 議長 小森嘉孝君 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員

は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、２番、橋

本初昭君、３番、大石幸夫君を指名します。 

日程第２ 議長 小森嘉孝君 

日程第２、会期決定の件を議題とします。暫時休憩します。 

 休憩（１０：０１） 

再開（１０：０４） 

議長 小森嘉孝君 

 休憩を解き本会議を再開します。お諮りいたします。本定例会

の会期は、本日から１２月１５日までの４日間としたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

異議なしと認めます。したがって、会期は、本日から１２月１５日

までの４日間と決しました。 

日程第３ 議長 

 

小森嘉孝君 

 日程第３、諸般の報告を行います。議長としての報告は、印刷

し、配付しているとおりであります。以上で諸般の報告を終わり

ます。 

日程第４ 議長 小森嘉孝君 

 日程第４、行政報告を行います。町長國部雅人君。 

町長 國部雅人君 

 皆さんおはようございます。第６回遠別町議会定例会を招集し

ましたところ、議員の皆様には時節柄何かと御多忙の中、御参集

賜り厚く御礼申し上げます。挨拶に先立ちまして、去る１２月８

日午後１１時１５分頃発生した青森県東方沖を震源とする地震

により、多くの方々が被災されましたことに対し、被災された皆

様並びにその御家族の皆様にこの場をお借りいたしまして心よ
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りお見舞い申し上げます。本町におきましても、議員の皆様をは

じめ、町民の皆様には、日頃から防災対策に御理解と御協力を賜

っていることに感謝申し上げます。本町の震度は２ではございま

したが、今回の地震を受け、改めて自然災害の脅威を認識した次

第でございます。町といたしましても、引き続き住民の皆様の安

全安心を最優先に、万全を期してまいる所存でございます。それ

では、行政報告をさせていただきます。私からは５件ございます。

１点目は、笹川洸志氏の旭日小綬章受章について申し上げます。

地方自治の発展向上に多大の貢献をされた、前町長笹川洸志氏に

対し、１１月５日旭日小綬章の勲章が北海道知事から伝達され、

勲記につきましては、１２月９日に私から伝達いたしました。 

笹川氏は、昭和５８年５月議会議員に当選され、以来平成２０年

７月までの間、連続７期２５年３か月余りの永きにわたり在職さ

れ、その間、平成７年５月から平成１１年４月まで議会議長とし

て、議会の円滑な運営に尽力されるとともに遠別町の地方自治の

発展向上に寄与されました。また、平成２４年１０月、地域住民

の熱い期待と支援に押され遠別町長に当選、以来３期１２年の永

きにわたり在職され、基幹産業である第一次産業の育成強化、福

祉の推進、教育の振興等各分野の振興と地方自治発展のため多大

な貢献をされました。これらの功績に対し、遠別町功労表彰はも

とより、北海道社会貢献賞など数多くの表彰を受賞されておりま

す。笹川氏の功績に対し、令和７年秋の叙勲を上申しましたとこ

ろ、去る１０月１７日の閣議にて、旭日小綬章の受章が決定され

ました。このたびの受賞は、御本人、御家族はもとより遠別町に

とりまして大変名誉なことであり、喜ばしい限りであります。 

心からお祝い申し上げます。以上、叙勲の受章について報告させ

ていただきます。２点目は、新しい特産品の開発・販売について

申し上げます。現在、新しい特産品の開発に向け、取組を進めて

いるところでございますが、今後の販売開始の予定と報告をさせ

ていただきます。初めに、３月に行政報告いたしました北吹雪で

すが、令和８年１月末で製造元からの出荷が終了され、新商品と

して遠別産のシソを用いた「しそ梅酒」を令和８年３月１９日よ

り販売開始予定であると、高砂酒造株式会社より連絡がありまし

た。今回の新商品は、風味と香りのバランスがよく、多様な飲み

方ができるものになっております。次に、ヤマト運輸株式会社と

の包括連携協定による観光支援や産品の販路拡大に関する取組

として１２月５日販売開始されました「切り餅」は、遠別農業高

等学校産の餅米を用いた商品です。また、１１月１４日に販売開

始された「たこキムチ」は、遠別漁業協同組合より出荷している
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ミズダコを用いた商品で、既に製造販売されている商品を遠別産

たこを用いていることを前面に出し、特産品としてリニューアル

されたものです。さらに、遠別産の餅米粉を用いたスイーツを１

２月中旬より販売開始予定で、チーズケーキ、ショコラケーキ、

シフォンケーキ、パウンドケーキの４種類となります。いずれも、

当面は道の駅「えんべつ富士見」での販売に加え、ふるさと納税

の返礼品としても受付を行っていきます。今後も新しい特産品の

開発に取り組んでいきますので、御報告いたします。３点目は、

令和７年度第一次産業の生産状況について申し上げます。最初に

農業関係について御報告いたします。「水稲」については、収穫・

調整も既に終了し、全量一等米で出荷数量は４万５,０９６俵で

反当り収量は９.９俵と前年比０.４俵減少しております。また、

価格につきましては、昨年より１万円高い、１俵当たり２万５,

０００円が生産者へ仮払いされるとの報告を受けております。 

「畑作・野菜」につきましては、秋まき春まき小麦を中心に収穫

時期は天候に恵まれたものの、春先の長雨等の影響もあり、収

量・販売額ともに減少との報告を受けております。また、ビート

については、播種時期の降雨の影響もあり、播種作業が遅れたも

のの、その後天候を回復したが収量・糖度ともに平年よりやや低

いとのことでございます。カボチャ・馬鈴薯に関して、収量は減

少しておりますが、その他ハウス野菜、露地野菜については収量

価格、共に前年並みとの報告を受けております。「酪農・畜産」

につきましては、長雨の影響により１番草の収穫が遅れ、適期収

穫に至らず、２番、３番草についても晴天が続かず、収穫作業が

遅れましたが、収量は平年並みと伺っております。生乳生産につ

きましては、生産量は前年対比９５％の１万７００トンの見込み

と伺っております。乳価については前年よりキロ当たり６円上昇

しているものの、畜産関係については、燃料費や飼料費の高騰及

び個体販売単価の下落により、依然収支は厳しい状況にあると伺

っております。農業総生産見込み額は約３２億円で、前年対比１

１２％との報告を受けております。次に林業についてですが、依

然として物価高騰の影響が続き、住宅着工も低調で推移している

ことから、製材用原木の買入れは抑制傾向にあり、紙・パルプ向

け原料につきましても、業界全体で買入れが制限されている状況

にあると伺っております。こうした実態ではありますが、間伐事

業等により生産された原木につきましては、全量販売できてお

り、年間の取扱計画の９,０００万円は達成できる見通しである

と伺っております。森林整備事業につきましては間伐材の販売先

を確保しつつ事業を進めており、造林事業についても必要な苗木
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が確保され、前年を上回る約３５ヘクタールの整備を進めること

ができている状況であります。続きまして、水産業について御報

告いたします。現在の水揚げ状況につきましては、主力でありま

すホタテ養殖漁業である稚貝の出荷については採苗不振の影響

もあり、前年数量対比９０.６％でありますが、輸出向けホタテ

成貝については前年比数量対比１２０.６％であり、昨年度より

高単価で推移したことから、ホタテ養殖全体の販売額は前年並み

と伺っております。また、タコ函漁については、前年数量対比８

５.８％となっており、前年平均単価８７８円に対し本年の平均

単価が８３４円になっており、金額対比は８１.６％となると伺

っております。本年の総水揚見込額は、現段階で昨年を上回る約

１９億円となっており、ホタテ成貝の高単価によるものが主な要

因との報告を受けております。また、冷凍加工事業について現在

までの販売額は２億９,３１７万円となっており、主力となって

いる鮮蛸は取扱いが減少し、秋鮭についても不漁だったため、大

変厳しい状況であると報告を受けております。以上、第一次産業

の生産状況について御報告いたします。４点目は、令和７年度工

事等発注状況について申し上げます。本年度の建設課所管各種工

事と委託業務の１１月末現在の発注状況について御報告いたし

ます。工事及び委託業務の発注状況は、発注件数において工事が

２７件、委託業務が２３件の併せて５０件となり、発注率は１０

０％であります。発注額で申し上げますと、工事が３億５,２７

０万円、除排雪業務などを含めた委託業務が２億５９０万円の合

計５億５,８６０万円となっております。また、近年続く資材価

格をはじめとする物価の高騰や技能労働者不足は、契約履行に大

きな影響を及ぼす要因となっていることから、発注済みの工事等

においては進捗管理の徹底と契約履行の適正化を図り、円滑かつ

着実な事業執行に努めてまいります。５点目は、遠別町国民健康

保険診療所の入院業務について申し上げます。当診療所では、こ

れまで常勤看護師に加え、必要に応じて派遣看護師を配置するこ

とで、入院業務の維持に努めてまいりました。しかしながら、こ

のたび、複数の派遣会社に対し看護師の派遣を依頼していたもの

の、応募者が少なく、必要な人員の確保が困難な状況となってお

ります。このため、安全で適切な看護体制を維持することができ

ないと判断し、やむを得ず令和７年１２月１５日から当面の間、

新規の入院患者の受入れを停止することといたしました。なお、

既に入院中の患者さんにつきましては、安全な看護体制を確保し

ながら、引き続き入院診療を継続してまいります。今後につきま

しては、外来診療をこれまでどおり継続するとともに、入院医療
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を必要とする方につきましては、近隣医療機関を紹介し、地域医

療提供体制に支障を生じさせないよう努めてまいります。また、

引き続き派遣会社への依頼を行うほか、常勤・非常勤を問わない

幅広い募集の継続や勤務条件の見直しなどにより、入院業務再開

に向けて人員確保に努めてまいります。私からの行政報告は以上

で終わります。本定例会の提出案件は、議案１７件であります。

御審議の上、原案のとおり議決くださいますようよろしくお願い

いたします。 

議長 小森嘉孝君 

以上で行政報告を終わります。 

日程第５ 議長 小森嘉孝君 

日程第５、一般質問を行います。本日の定例会に通告を受けた一

般質問について、通告順に発言を許します。なお「議会からのたよ

り」への掲載のため、町広報の撮影を許可します。８番、白幡広喜

君。 

８番 白幡広喜君 

 皆さん、おはようございます。令和７年第６回定例議会におい

て議長より一般質問のお許しをいただきましたので、通告書に従

い、公営住宅の空室対策について一般質問させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。本町の公営住宅は、１１月２０

日現在２８.８％という高い空室率を示しており、これは３戸に

１戸が空室という状態で、募集停止や解体予定を除いても直ちに

利用可能な住宅の空室率も１４.４％に上っています。このよう

な状況は町の公有財産の有効活用、そして住宅貧困者への住宅提

供という観点から極めて深刻な問題であり、町の住宅政策に関す

る喫緊の課題であると思います。空室の大きな要因として、国が

定める公営住宅の所得基準（月額１５万８,０００円以下）が近

年の最低賃金上昇といった社会情勢の変化に対応できていない

可能性が十分あり、この基準が住宅に貧困しながらも基準を僅か

に超えてしまう中間所得の入居を阻んでしまっている可能性が

あり、町内に働く場所があったとしても、住宅がなければ人口増

加にもつながらず、現行の公営住宅の基準が需要と乖離している

と思うことから、次の２点について質問いたします。①本町の公

営住宅の空室率をどのように捉え、今後の解決策として何か考え

があるのか伺います。②国の基準を維持しつつも、将来の町の担

い手である若年勤労世帯や裁量階層世帯を幅広く受け入れるた

め、国や道への働きかけを積極的に行い、所得基準を引き上げる

など住宅施策として弾力的な運用や必要に応じた条例の見直し
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など検討すべきと考えますが、町長の見解を伺います。答弁によ

りましては、再質問させていただきます。 

議長 小森嘉孝君 

 町長、國部雅人君。 

町長 國部雅人君 

 それでは、白幡議員の公営住宅の空室対策についての御質問に

答弁させていただきます。本町の利用可能な公営住宅における空

室率は、現在１４.９％の２６戸となっており、増加傾向にあり

ます。空室増加の背景には、人口減少や世帯構成の変化といった

人口動態の変化に加え、民間住宅の供給状況や住民の需要ニーズ

の変化などが複合的に影響しているものと捉えており、空室の増

加は、住宅の非効率な利用となることから喫緊の課題として考え

ております。１点目についてですが、公営住宅の管理と緊急時や

新規需要への対応などの観点から、理想的な空室率は３％から

５％程度と考えております。今後の対策としては、既に着手して

いる「みなし特定公共賃貸住宅」制度の活用をさらに推進してま

いります。現在、９戸をみなし特公賃として運用しており、これ

により本来の公営住宅入居収入基準を超えた中堅所得者層の

方々も入居可能となっております。これは、空室解消と地域社会

を支える中堅所得者層への住宅提供を両立させる有効な手段と

考えており、今後も入居状況や需要を見極めながら、本制度の活

用を積極的に展開してまいります。２点目ですが、公営住宅の管

理は地方公共団体が行うものの、その根拠となる公営住宅法は国

の定める法律であり、要件の変更には国の判断が必要となりま

す。入居要件の緩和など継続して北海道や国に強く要望してまい

ります。また、国の制度改正を待つだけではなく、本町独自で進

められる公営住宅の弾力的な運用を進め、地域対応活用制度の活

用を推進してまいります。これらの施策を通じて、単に空室を埋

めるという目的だけではなく、定住促進や子育て世帯の支援な

ど、本町の特性と将来像に合わせた総合的な住宅政策を積極的に

推進してまいりますので、御理解いただきますようお願い申し上

げます。以上、白幡議員の一般質問の答弁とさせていただきます。 

議長 小森嘉孝君 

 再質問があれば、これを許します。８番、白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 １点目の再質問ですが、今後の解決策として制度の活用をさら

に推進してまいるという、前向きな答弁だと受け止めます。現在、

９戸をみなし特公賃として運用されていますが、本町には８地団
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地の公営住宅があると認識しております。本来の低所得者層向け

の公営住宅の入居を阻害しない範囲で、今後どの団地にどの程度

の特公賃をさらに運用されるのか。また入居状況や需要を見極め

るための具体的な指標・判断基準は設けているのか併せて伺いま

す。２点目ですが、国への申請により、町独自で進められる地域

対応活用制度、これは、目的外使用は本町において数々の使用用

途があるものと考えますが、町が今後推進する目的外使用は具体

的にどのようなものに対応して活用していくのか伺います。 

議長 小森嘉孝君 

 町長、國部雅人君。 

町長 國部雅人君 

 再質問に答えさせていただきたいと思います。みなし特公賃に

関してですが、現在、これからどの団地にどの程度というのがな

かなか答えづらいところではあるんですけれども、その空室の状

況によって、まずは第一義としてこの公営住宅の正当な利用とい

うことで通常の募集は行っております。それでも埋まらなかった

場合に、みなし特公賃に移行して空室を埋めるというような対策

を行っております。あと、１棟そのまま特公賃にするのが理想で

はあるんですけれども、既に空いてきているのが部屋ごとに空い

てきておりますので、その辺のバランスも考えながら、みなし特

公賃に移行して空室を埋めるという対策を、対応を取っていると

ころでありますので、どの程度というのは、今はっきりはお答え

できないんですけれども、今後の空室状況によるということでご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。２点目の目的外

使用というところでございますけれども、現在、空室が多いとい

うところを踏まえまして様々な施策を考えている中、まずは、他

町でもあった有効利用の施策も参考にさせていただきながらや

っているところなんですけれども、あかしや団地が、高齢者が入

居しているところなんですけれども、そこの空室を一部転用しま

して地域おこし協力隊がこれから入ってくる住宅に充てまして、

その若者と高齢者というところの接点と、あとは簡単な除雪です

とか、そういったお手伝いをいただきながら交流と見守りという

か、サポートというか、そういったところを考慮しながら、そう

いったサポートをするということで安く住んでいただくという

形の施策を申請しまして、先日その許可が下りたところでござい

ます。これからそのように新たな地域おこし協力隊が入った場合

に、そういった形で利用していこうと考えております。そのよう

に、ほかのいろんな施策を考えながら裁量階層といいますか、子

育て世帯とか、そういったところも含めまして様々な施策を考え
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て、おっしゃるとおり空室を埋めるというのと、住宅を必要とす

る層の住宅を満たすという、両方の目的を満たしていきたいと考

えておりますので御理解願います。 

議長 小森嘉孝君 

 再々質問はございますか。８番、白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 １点目の再質問で、入居状況や需要を見極めるための具体的な

指数というのを答えてもらってないんですが。２点目の再々質問

になりますが、活用を推進していくのであれば職種に応じた、例

えば１次産業、ここだよって対応してもらって、職種に対応した

形で各団地や町内会の活性化につながるような取組も必要だと

思いますが、その辺も含めて答弁お願いします。 

議長 小森嘉孝君 

 町長、國部雅人君。 

町長 國部雅人君 

 判断基準の指数というかそういったところは、具体的に数値を

決めているわけではなく、その状況に応じて適宜対応するという

形に現在はとどまっております。あと目的外使用に関して、職種

という御意見をいただきました。それも考慮しながらですねやっ

ていきたいと思うんですけれども、空きが出るのがあちこち住ん

でいる方もいながらあちこちで空いて、固まって空くわけでもな

いので、なかなかそういった取組も難しいのかなというところは

あるんですけれども、そういった御意見も参考にしながらどのよ

うに利用していけるのか、幅広く御意見を参考にしながら考えて

いきたいと思います。御意見ありがとうございます。 

議長 小森嘉孝君 

 ３回の質問が終わりましたが、ありますか。よろしいですか。

特に４回目の質問を認めます。８番、白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 その判断基準を設けていないというのも分かりますけども今

現在、理想な空室率もはるかに超えているわけですから、需要を

見極めるのであれば、今後の潜在的な需要をどのように予測して

いるのか、分かればその辺も含めて検討をお願いしたいと思いま

す。 

議長 小森嘉孝君 

 町長、國部雅人君。 

町長 國部雅人君 

 今後のというか、現在の需要というところで考えれば民間賃貸
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住宅の空き待ちというか、そういった情報はありますので、そこ

で入居希望者がいる場合はやっぱり不足しているというところ

を判断できますし、将来のというところは難しいんですけれど

も、取りあえず今、みなし特公賃に転換したところというのは結

構すぐ埋まっている状況でありますので、まだハスコム民間住宅

も含めまして、そういった需要はまだあると認識は現在しており

ます。 

議長 小森嘉孝君 

 それでは、８番、白幡広喜君の一般質問はこれで終わります。 

議長 小森嘉孝君 

 次に、４番白井金治君。 

４番 白井金治君 

 おはようございます。議長の許可を得ましたので、通告順に従

い、私のほうから有害鳥獣ヒグマの出没対策について質問させて

いただきます。本年度は、全道的にヒグマの出没が多く、農作物

を食い荒らすなど農業被害、住宅への侵入、さらには人的被害ま

で発生しております。本町の基幹産業は農業・林業の一次産業で

あり、町の面積の８割は山林が占めております。野生動物の住む

自然環境にめぐまれておりますが、ヒグマの被害は多くありませ

ん。しかし、道内でも被害が多く発生しており、いつ本町におい

てヒグマが出没してもおかしくはありません。ヒグマの出没に際

しては迅速な行動が必要です。目撃状況はどこへ知らせるか、関

係機関と情報を共有するなどの対応をするのか、関係者及び住民

に周知しておく必要があると思います。行動が早ければ被害を最

小限に抑えることができます。そこでヒグマの生息状況、特に個

体数の把握及びヒグマの出没出時の本町の対応はどのようにな

っているのかお伺いいたします。また、住民に対してヒグマに関

する情報提供、熊よけスプレーの配布等、クマ被害を防ぐ日常の

対策についてもお伺いいたします。なお、答弁によっては、再度

町長に再質問させていただきます。 

議長 小森嘉孝君 

 町長、國部雅人君。 

町長 國部雅人君 

 それでは、白井議員の有害鳥獣出没対策についてという一般質

問に答えさせていただきます。本年は、全国的な熊の被害に関す

る報道が多くなされており、北海道内でもヒグマの個体数や農業

被害、人身被害が増加傾向にあるなか、本町においても対応方針

を整える必要があると認識しているところであります。ヒグマは
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広域で移動するため、市町村単位での個体数の把握は非常に難し

いと思われますが、北海道ヒグマ管理計画による道内各地域の推

定生息数を参考にいたしますと、本町が含まれております留萌・

石狩・空知・上川地区全体で約１,０００頭程度が生息している

と考えております。市街地での出没時には、双方向システム等に

よる住民への情報発信を行いますが、普段の対策として目撃した

場合には役場や警察に通報すること、生ごみ等の放置をしないな

ど、ヒグマを誘引したり定着させたりする原因を作らないことが

重要ですので、ホームページ等で周知してまいります。熊よけス

プレーの配布につきましては、市街地での出没例がほとんどない

ため、現在は考えておりませんが、市街地などの人の日常生活圏

への出没時は町民の命と暮らしを守るため、緊急銃猟等で対応し

たいと考えております。今後におきましても、猟友会、警察等の

関係機関と連携を図り、被害防止に努めてまいりますので、御理

解いただきますようお願い申し上げます。 

議長 小森嘉孝君 

 再質問があればこれを許します。４番、白井金治君。 

４番 白井金治君 

 御答弁、大変ありがとうございます。本町での熊の出没は近隣

市町村に比べ人里の農業被害、人身事故の被害は受けておりませ

んが、これらは猟友会、役場担当者の日頃の巡回、点検のせいだ

と感謝申し上げます。近年の天候不順により山間地ではドング

リ、クルミ等の不作が重なり、山間部から河川敷の木立や草むら

を通り、午前４時から７時、または午後４時から７時に多く出没

しているようでございます。１日に行動する範囲は数キロから数

十キロ行動するようでございます。市街地に現れるのは、若熊、

小連れの母熊など弱い個体で、奥山にいる強い成獣が人里近くに

来ることで出没しているようです。今時期は冬眠に向かい、出没

もないようでありますが、十分な栄養を蓄えず冬眠し、来春は早

く目覚め出没することが考えられます。来年度は事故を未然に防

ぐため、離農などにより原野地の町道、農道の草刈りを確実に実

施し、見通しのよい環境を作ることも重要でないかと考えます。

また、出没を知らせる定時放送ＩＰ電話でございますけども、常

に外出先にも情報確認ができる携帯電話の「知らせますケン」の

活用も効果的であると考えております。空洞化した市街地に現れ

ないとも考えておかなければなりません。今後、動物と植物など

自然界の調和に取れた生活を望み、私の再質問とさせていただき

ます。 
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 議長 小森嘉孝君 

 町長、國部雅人君。 

町長 國部雅人君 

 ヒグマを市街地まで寄せつけないというところと、あとは万が

一出没した際にどのように周知するかという御質問だと思いま

すが、御指摘のあった草刈りに関しては現状行っているとおり、

継続してまいりたいと考えております。それで「知らせますケン」

のことも言及いただきましたが、現在、登録者も少ないというこ

とも認識しておりますので、これを増やすとともに、ただ、通知

をオフにしている方も結構多く見られますので、これが即時通知

になるかというところでは、一概に申し上げることはできないと

思うんですけれども、万が一市街地に出た場合は緊急銃猟等の対

策の中で、近隣住民にはお知らせする仕組みとなっていますの

で、それは本当に現れた際の対策としての準備は緊急銃猟を準備

することによって行政としても準備しておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

議長 小森嘉孝君 

 再々質問はございますか。よろしいですか。 

４番 白井金治君 

 はい。 

議長 小森嘉孝君 

 それでは、４番、白井金治君の一般質問はこれで終わります。 

以上をもって通告のありました一般質問は全部終了しました。以

上で、一般質問を終わります。暫時休憩します。 

 休憩（１０：４５） 

再開（１０：５４） 

 

議長 小森嘉孝君 

 休憩を解き会議を再開します。先ほど８番、白幡広喜君の一般質

問の中の数字の訂正がありますので、発言をお願いいたします。８番、

白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 先ほど私の一般質問の中で、利用可能な住宅の空室率「１４.

４％」に上っていますというところを、「１４.９％」に訂正い

たします。よろしくお願いいたします。 

議長 小森嘉孝君 

 そのように訂正をお願いいたします。 
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日程第６ 議長 

 

小森嘉孝君 

 日程第６、報告第１０号、総務産業常任委員会町内所管事務調査報

告についてを議題とします。総務産業常任委員長の報告を求めます。

総務産業常任委員長、山本仁美君。 

総務産業常

任委員会委

員長 

山本仁美君 

 それでは、町内所管事務調査について報告いたします。現地調査に

つきましては、丸松・北里地区海岸保全整備事業の状況、外４か所の

状況を現地で確認し、それぞれの担当課長等の説明を受けました。事

情聴取では、友愛苑における運営移行後の経営状態について聞き取り

し、８月末現在の入所者数は４３名で、これまで行ってきた事業はそ

のまま行うということです。専門職の確保が課題であり、管理栄養士

やケアマネージャーは確保できているか、新たに確保が必要な時期が

そう遠くないという状況でした。施設においては、屋上防水の修繕が

必要と見られ、試算ではおおむね３,０００万円が見込まれていまし

た。現在、入所希望者は２０名程度だが、要介護３以上の方は多くい

ないと聞いており、今後は入所判定委員会に福祉課職員もオブザーバ

ーとして参加するとのことです。説明に対し委員会からは、これまで

の施設運営で食事提供場所がトイレ前であったことの是正など、修繕

については国・道補助金を活用できるよう町が主導し、早期に対応す

るよう努めること、また、協定の中で赤字補填をすることとなどとな

っているため、事業者には月別の収支状況の報告を町へ提出すること

を求め、聴取を終了いたしました。以上、詳細につきましては報告書

に記載しておりますので、これをもって報告といたします。以上です。 

議長 小森嘉孝君 

本件は所管事務調査報告でありますが、特に質疑があればこれを許

します。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

以上で本案に対する質疑は終わります。本件は報告事項であります

ので、これにて報告済みとします。 

日程第７ 議長 小森嘉孝君 

 日程第７、報告第１１号総務産業常任委員会道外所管事務調査報告

についてを議題とします。総務産業常任委員長の報告を求めます。総

務産業常任委員長、山本仁美君。 

総務産業常

任委員会委

員長 

山本仁美君 

 それでは、道外所管事務調査について報告いたします。去る１０月

２０日、２１日、大分県竹田市において、地域おこし協力隊の活用及

び久住高原農業高等学校に対する支援策について所管事務調査を実
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施したところです。大分県竹田市は、人口が１万８,５８２人、世帯

数は９,７００世帯、九州のほぼ中央に位置し、基幹産業は自然の恵

みを生かした農業や観光となっております。竹田市の地域おこし協力

隊の活動形態は、一般社団法人竹田市移住定住支援センターの職員と

して採用後、竹田市に出向し、市が地域おこし協力隊として委嘱して

います。活動は月１５日勤務で、基本給は月額１６万６,０００円と

なっており、勤務日以外は将来起業・就職するための準備や勉強の時

間として副業も認めているとのことでした。任期中に隊員が自ら暮ら

す地域の問題解決、地域活性化のために取り組む事業に対して２０万

円を限度に支援する制度や、任期終了後の起業を支援する取組とし

て、必要経費については１００万円を上限に支給する制度を整備して

いる。協力隊の募集については、市ホームページや移住サイトのほか、

各都市で開催される移住フェア等に参加し、ＰＲを行っています。平

成２２年から現在まで計１０５名を採用しており、３年間の任期を終

えた協力隊員が７３名、その後定住した者については４９名、定住率

は６７.１％となっておりました。次に、久住高原農業高等学校に対

する支援策についてですが、大分県立久住高原農業高等学校は、竹田

市久住町にある大分県唯一の単独農業高等学校で、各学年１クラスの

小規模校であり、令和７年度の全校生徒数は８５名となっておりまし

た。平成３１年にこれまでの分校から農業専科の単独校として開校

し、県内初となる全国公募による生徒募集を行ってきました。それに

伴い、県が研修施設くじゅうアグリ創生塾の設置及び学生寮建設用地

に係る県有地の無償貸与、竹田市が学生寮を設置し、その運営をそれ

ぞれ分担して行っています。学生寮は男子寮、女子寮の２棟に分かれ

ており、工事費は約３億８,４００万円。寮と研修施設の電気料及び

水道料については県と市とで按分しており、それぞれ寮監及び兼務発

令された学校教員が施設管理業務と寮生の指導等を行っています。県

外募集の状況としては、この７年間で４１人の生徒が入学しており、

大きな要因としては、地域みらい留学という地域・教育魅力化プラッ

トフォームへの参加であり、現在の負担金は年間１４０万円となって

います。そのほか九州各地や東京、大阪などの学校説明会を行ってい

るなどの活動により、近年県外からの入学者数が増えている状況でし

た。以上、詳細につきましては報告書に記載しておりますので、これ

をもって報告といたします。以上です。 

議長 小森嘉孝君 

本件は所管事務調査報告でありますが、特に質疑があればこれを許

します。 

  （「なし」との声あり） 
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 議長 小森嘉孝君 

以上で本案に対する質疑は終わります。本件は報告事項であります 

 ので、これにて報告済みとします。 

日程第８ 議長 小森嘉孝君 

日程第８、議案第４９号遠別町長等の給与等に関する条例の一

部改正についてを議題とします。提案理由及び内容の説明を求め

ます。総務課長、髙田博之君。 

総務課長 髙田博之君 

 ただいま上程されました議案第４９号遠別町長等の給与等に関

する条例の一部改正について、提案理由及び内容の説明をいたし

ます。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。

議案第４９号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第４９号について、原案に賛成の諸

君の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第４９号は原案のとお

り可決されました。 

日程第９ 

 

議長 小森嘉孝君 

日程第９、議案第５０号遠別町職員の給与に関する条例の一部

改正についてを議題とします。提案理由及び内容の説明を求めま

す。総務課長、髙田博之君。 

総務課長 髙田博之君 

 ただいま上程されました議案第５０号遠別町職員の給与に関す

る条例の一部改正について、提案理由及び内容の説明をいたしま

す。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。
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議案第５０号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第５０号について、原案に賛成の諸

君の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第５０号は原案のとお

り可決されました。 

日程第１０ 

 

 

議長 小森嘉孝君 

日程第１０、議案第５１号遠別町第１号会計年度任用職員の報

酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついてを議題とします。提案理由及び内容の説明を求めます。総

務課長、髙田博之君。 

総務課長 髙田博之君 

ただいま上程されました議案第５１号遠別町第１号会計年度

任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

の一部改正について、提案理由及び内容の説明をいたします。 

説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。

議案第５１号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第５１号について、原案に賛成の諸

君の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第５１号は原案のとお

り可決されました。 

日程第１１ 

 

 

議長 小森嘉孝君 

日程第１１、議案第５２号遠別町第２号会計年度任用職員の給

与に関する条例の一部改正についてを議題とします。提案理由及

び内容の説明を求めます。総務課長、髙田博之君。 

総務課長 髙田博之君 
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 ただいま上程されました議案第５２号遠別町第２号会計年度

任用職員の給与に関する条例の一部改正について、提案理由及び

内容の説明をいたします。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。

議案第５２号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 議なしと認めます。議案第５２号について、原案に賛成の諸君

の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第５２号は原案のとお

り可決されました。 

議長 小森嘉孝君 

日程第１２、発議第５号遠別町議会議員の報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正についてを議題とします。本案につい

て、提案理由の説明を求めます。８番、白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 発議第５号遠別町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部改正については、議員各位の賛同を得て提案するもので

あります。提案理由を申し上げます。令和７年人事院勧告に準拠

し、民間の支給割合等を踏まえ、期末手当の支給割合を０.０２

５か月分引き上げ、１００分の２３２.５とする改正内容であり

ます。詳細につきましては、別添の説明資料ナンバー５のとおり

でございます。なお、附則において、この条例は公布の日から施

行するもので、附則第２項で令和７年１２月支給の期末手当に限

り、１００分の２３５とする規定であります。以上でございます。 

議長 小森嘉孝君 

 お諮りいたします。本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。本案は質疑、討論を省略し、直ちに採決

することに決しました。発議第５号について、原案に賛成の諸君
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の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、発議第５号は原案のとおり

可決されました。 

日程第１３ 

 

 

議長 小森嘉孝君 

日程第１３、議案第５３号遠別町犯罪被害者等支援条例の制定

についてを議題とします。提案理由及び内容の説明を求めます。

福祉課長、小林大輔君。 

福祉課長 小林大輔君 

ただいま上程されました議案第５３号遠別町犯罪被害者等支

援条例の制定につきまして、提案理由及び内容の説明をいたしま

す。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。

議案第５３号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第５３号について、原案に賛成の諸

君の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第５３号は原案のとお

り可決されました。 

日程第１４ 

 

 

議長 小森嘉孝君 

日程第１４、議案第５４号遠別町乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題としま

す。提案理由及び内容の説明を求めます。福祉課長、小林大輔君。 

福祉課長 小林大輔君 

ただいま上程されました議案第５４号遠別町乳児等通園支援

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきま

して、提案理由及び内容の説明をいたします。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 
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 これまず私のほうで頭の整理しとかなきゃならないんですが、

この事業所をやるために基準と運営の条例を定めておかなきゃ

ならないというのがまず１点目で、この２５条で、設備及び職員

の基準で、余裕活用型で、うち認定こども園ありますけど、そこ

での受入れは可能だという判断でよろしいでしょうか。 

議長 小森嘉孝君 

 小林福祉課長。 

福祉課長 小林大輔君 

 ４月１日の施行に向けまして、まずは基準を制定させていただ

くというのがまず１点目。２点目の２５条の関係につきまして

は、現状、幼児センターきらりにおきまして基準は満たしており

ますので、余裕活用型ということで考えております。以上です。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 受入れは可能だというような答弁なので、じゃあ質問させてい

ただきます。提案内容の中で、子どもの利用可能枠での１歳未満

児と３歳未満児、それぞれ何人の受入れが可能という想定をして

いますか。 

議長 小森嘉孝君 

 小林福祉課長。 

福祉課長 小林大輔君 

 現状におきまして、１歳未満児については１名、３歳未満児に

ついては２名程度、こちらも日程調整をさせていただきながらの

利用になるかと思います。以上です。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 そうであれば、２２条で職員の配置、１歳未満児が３人につき

１名、３歳未満児が６人につき１名ということは、今の答弁では

２名の職員の配置が必要ですよと。なおかつ２２条で、町長が指

定した研修を終了した者の職員の配置ですよ。その職員の配置に

ついては、今のきらりの保育士の兼務が可能なのか、新たに今書

いてあるように研修を終了した職員２名が必要なのか、そこら辺

の考え方はどうなんでしょう。 

議長 小森嘉孝君 

 小林福祉課長。 

福祉課長 小林大輔君 
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 先ほどの職員配置基準につきまして、既存の余裕活用型の施設

においては、職員の兼務が可能でございますので、新たに２名と

いうことではございません。ですので、可能な限り現状の中でと

いうことも考えておりますが、不足してくることも考えられます

ので、そのあたりの関係については整えていく必要があろうと思

っております。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 最後の質問なんですが、今の乳児は３人受け入れても、今の保

育士の現体制の中でできますよという答弁なんですが、当然制度

としては町民当然喜ぶと思うんですよね。４月の開設に向けて町

民への周知、こういう制度がありますよと、だから当然今１２月

から、今この段階で制定しようと考えているんだと思うんです

が、その４月に向けての住民に対しての周知の在り方というの

は、どのように考えておりますか。 

議長 小森嘉孝君 

 小林福祉課長。 

福祉課長 小林大輔君 

 まず、一般的な周知といたしまして、ホームページ、ＩＰ電話

等によりまして一般的な周知を考えてございます。それ以外に、

制度を利用する方が乳幼児を持つ家庭という形になりますので、

保健師の乳幼児訪問等、乳幼児相談も含めて、そういった中で事

業の周知のほうは進めていきたいと考えております。 

２番 橋本初昭君 

 すいません、最後もう一問だけいいですか。 

議長 小森嘉孝君 

 もう一問許します。２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 すいません。今ホームページ等って言いましたけど、この制度

を見てホームページというのは結構つらいと思うんですよね、内

容周知。当然、今オーケーにしたとか、当然それは必要です。た

だ、やっぱり紙媒体というか、やっぱり回覧形式できちっとこの

制度の趣旨、内容はやっぱり紙媒体で周知すべきじゃないかと考

えていますが、再度その考え方はどうでしょうか。 

議長 小森嘉孝君 

 小林福祉課長。 

福祉課長 小林大輔君 
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 はい、すいません。そういったことも含めて検討してまいりた

いと思います。 

議長 小森嘉孝君 

 ほかに質疑はございませんか。８番、白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 今、同僚議員からも発言ありましたように、令和８年４月１日

からこれ運営するこども誰でも通園制度に関する基本を定める

条例と認識しますが、私のほうから２点お伺いします。これは町

内の方のみ利用なのか、町外の方はどういうふうになるのか。そ

れともう一点、本町でのこの利用は無料なのか、施設を利用して

無料なのか、それとも料金設定はあるのか。あるとしたらどのよ

うに定めているのか、ちょっと教えてください。 

議長 小森嘉孝君 

 小林福祉課長。 

福祉課長 小林大輔君 

 この制度につきましては、全国的なサービス制度でございます

ので、広域の利用が可能となっております。ですので、遠別町民

だけではなくて、どの方も利用できるという形になっておりま

す。制度自体はそのようになっております。また、料金設定につ

きましては令和７年度、今年度の国の基準といたしまして、上限

１時間当たり３００円となっております。これがこの後どのよう

な形で変更になってくるか分かりませんが、国の基準値を参考に

今後制定して考えていきたいなというふうに考えております。以

上です。 

議長 小森嘉孝君 

 よろしいですか。８番、白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 そしたら、町外からも受入れは可能ということで理解していい

ですか。それと、この１時間当たり３００円と今おっしゃってい

ましたけど、これはただ３００円だけなんですか。例えば、母子

家庭だったら半額とか、そういう制定はないんですか。 

議長 小森嘉孝君 

 小林福祉課長。 

福祉課長 小林大輔君 

 先ほどの３００円という金額につきましては、あくまでも国の

基準でございますので、今後事業の実施に向けまして、料金設定

等を考えていく必要があろうかと考えております。以上です。 

議長 小森嘉孝君 
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 よろしいですか。８番、白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 来年の８年の４月からスタートするということで、ある程度早

くして、今橋本議員からもおっしゃったように、やっぱり皆さん

に周知させるということで、早めに周知させたほうがよろしいか

と思いますけれども、その辺も含めて答弁お願いします。 

議長 小森嘉孝君 

 小林福祉課長。 

福祉課長 小林大輔君 

 御意見のとおり、早めに制度設計をしっかりした中で、周知で

きるように心がけたいと思います。 

議長 小森嘉孝君 

 ほかに質疑はございませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。議

案第５４号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第５４号について、原案に賛成の諸

君の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第５４号は原案のとお

り可決されました。 

日程第１５ 

 

 

議長 小森嘉孝君 

日程第１５、議案第５５号遠別町過疎地域持続的発展市町村計

画の変更についてを議題とします。提案理由及び内容の説明を求

めます。まちづくり推進課長、佐藤克久君。 

まちづくり

推進課長 

佐藤克久君 

ただいま上程されました議案第５５号遠別町過疎地域持続的

発展市町村計画の変更について、提案理由及び内容の説明をいた

します。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより、本案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。
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議案第５５号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第５５号について、原案に賛成の諸

君の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第５５号は原案のとお

り可決されました。 

日程第１６ 議長 小森嘉孝君 

日程第１６、議案第５６号工事請負契約の変更について（遠別中学

校建設工事（建築主体工事））を議題とします。提案理由及び内容の

説明を求めます。建設課長、千葉光彦君。 

建設課長 千葉光彦君 

ただいま上程されました議案第５６号工事請負契約の変更につい

て、提案理由及び内容の説明をいたします。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 議長、ちょっとお願いがあるんですが、先の１０月の臨時会に

おいて、補正予算でスライド条項で補正予算が約１億７００万円

増額になりました。そのときに、その資材と労務費の変更内容を

ペーパーで示してくださいと言ったときに、今できないので、１

２月の定例会にお示ししたいという答弁が建設課長からなされ

たはずなんですが、今回、その資料を配付願えないでしょうか。

よろしく御配慮をお願いしたいと思います。 

議長 小森嘉孝君 

 対応できますか、資料。千葉建設課長。 

建設課長 千葉光彦君 

すみません。１０月の臨時議会の際にそういうお話だったと思うん

ですけども、資料の提供のほうは、差し支えない範囲ではできるとは

思うんですけども、資材と労務が分かれているというところと、あと

非公表の部分もちょっとありまして、公表できる範囲というのが、工

種ごとの、ちょっと大きな括りにはなってしまうんですけども、工種

ごとのスライドのアップ減の一覧表というか、そういうものであれば

提出可能でありますけども、それで差し支えないでしょうか。 

議長 小森嘉孝君 

 今の説明資料でいいですか。２番、橋本初昭君。 
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 ２番 橋本初昭君 

 分かる範囲で結構です。公表できる範囲で結構ですので、配付

願えますか。 

議長 小森嘉孝君 

 千葉建設課長。 

建設課長 千葉光彦君 

少々お時間いただいて、今準備したいと思いますので、よろしくお

願いします。 

議長 小森嘉孝君 

 暫時休憩します。１１時５０分まで。 

 休憩（１１：４０） 

再開（１１：５１） 

 

議長 小森嘉孝君 

 休憩を解き会議を再開します。資料につきましては、後ほど提出さ

せていただきます。ほかに質疑があればお受けいたします。２番、橋

本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 臨時会のときも、工期が延びるという形の答弁を頂いたんです

が、今の時点で、正式って言ったらおかしいですけど、工期は７

月１０日なんですが、今の現時点で、やっぱり延びそうなんです

か。今の現時点での工期の延長というのはどのくらいになりそう

ですか。 

議長 小森嘉孝君 

 千葉建設課長。 

建設課長 千葉光彦君 

お答えいたします。工期の延長についてですけれども、当初完成予

定が、中学校建設工事のうち建築主体工事のほうが８年７月１０日と

しておりましたが、これを現在９５日延長し、令和８年１０月１３日

に完成日を変更させていただいております。この建築主体工事の工期

延長に伴って、そのほかの電気設備工事、機械設備工事及び監理業務

につきましても、同様の令和８年１０月１３日と工期を延長している

状況です。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 今、９５日延長で１０月１３日。この主な要因は、やっぱり労

務費ですか、人手不足ですか、それとも資材の納入の遅れだとか、
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大きな要因は何だと考えていますか。 

議長 小森嘉孝君 

 千葉建設課長。 

建設課長 千葉光彦君 

この工期の主な延長の理由ですけども、業界全体の人手不足の影響

により、工期初期の杭工事に遅れが生じておりました。その結果、基

礎工事の時期が冬季間となったために、その基礎工事を冬季間に行う

ことによる凍上対策であったり、コンクリートの品質管理といった部

分の懸念から計画の変更が余儀なくされ、翌春の基礎工事となった工

程の変更が大きな工事遅延の理由と考えております。 

議長 小森嘉孝君 

 よろしいですか。ほかに質疑があればお受けいたします。資料

は、後ほど改めて提供させていただきます。ほかに質疑なければ、

ありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。議案

第５６号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第５６号について、原案に賛成の諸君の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第５６号は原案のとおり可

決されました。 

日程第１７ 

 

 

議長 小森嘉孝君 

日程第１７、議案第５７号工事請負契約の変更について（遠別中学

校建設工事（電気設備工事））を議題とします。提案理由及び内容の

説明を求めます。建設課長、千葉光彦君。 

建設課長 千葉光彦君 

ただいま上程されました議案第５７号工事請負契約の変更につい

て、提案理由及び内容の説明をいたします。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより、本案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。議案
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第５７号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第５７号について、原案に賛成の諸君の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

起立全員であります。したがって、議案第５７号は原案のとおり可

決されました。 

日程第１８ 

 

 

議長 小森嘉孝君 

日程第１８、議案第５８号工事請負契約の変更について（遠別中学

校建設工事（機械設備工事））を議題とします。提案理由及び内容の

説明を求めます。建設課長、千葉光彦君。 

建設課長 千葉光彦君 

ただいま上程されました議案第５８号工事請負契約の変更につい

て、提案理由及び内容の説明をいたします。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより、本案に対する質疑を行います。８番、白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 中学校建設工事の全般でちょっと質問したいんですけど、いい

ですか。 

議長 小森嘉孝君 

 全般で、後からで大丈夫ですか。後からで、いいですか。これ

が終わってからにさせてください。質疑があれば、お受けします。

ありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 なければ、８番、白幡広喜君の全般質問をお受けいたします。 

８番 白幡広喜君 

 中学校建設工事の１１月末までの進捗状況と、完成までにまだ

時間があると思うんですが、今後も設計変更等があるのか、その

辺も踏まえて、御答弁をお願いします。 

議長 小森嘉孝君 

 それでは、後からの答弁を頂くということで、５８号を採決し

たいと思いますが、よろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 それでは、８番、白幡広喜議員の質問につきましては、後から



- 31 - 
 

答弁を頂きたいと思います。それでは、本案に対する質疑が終わ

ってよろしいですか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 お諮りいたします。議案第５８号、討論省略、採決してよろしいで

すか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第５８号について、原案に賛成の諸君の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第５８号は原案のとおり可

決されました。昼食のため、休憩いたします。１３時３０分まで。 

 休憩（１２：００） 

再開（１３：３０） 

 

議長 小森嘉孝君 

 休憩を解き会議を再開します。午前中に中学校建設工事の関係の質

問が、８番、白幡広喜君よりされておりますので、答弁を求めます。

千葉建設課長。 

建設課長 千葉光彦君 

白幡議員の質問に対して、答弁させていただきます。遅くなり、大

変申し訳ございません。１１月末時点での進捗率ということですの

で、まず建築主体工事が３４％、それから電気設備工事が２３％、そ

れから機械設備工事が２４％、全体で３１.７％の進捗率となってお

ります。もう１点、今後も設計変更等があるのかという質問だったと

思うんですけれども、事業のほうは来年度まで続いていきますので、

その中でまた変更なりが出てくる可能性はあるかと思います。ただ、

今現時点では変更されたものは整理しましたので、現時点では考えて

おりませんけれども、今後そういうこともまだあろうかと思っており

ます。 

議長 小森嘉孝君 

 よろしいですね。それでは議事を進めます。 

日程第１９ 議長 小森嘉孝君 

 日程第１９、議案第５９号令和７年度遠別町一般会計補正予算（第

７号）を議題とします。提案理由及び内容の説明を求めます。総務課

長、髙田博之君。 
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 総務課長 髙田博之君 

ただいま上程されました議案第５９号令和７年度遠別町一般会計

補正予算（第７号）について、提案理由及び内容の説明をいたします。

説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより、本案に対する質疑を行います。歳出から行います。１款

議会費から４款衛生費まで、１１ページから１４ページまでの４ペー

ジです。２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 １２ページの戸籍住民登録費、戸籍情報、戸籍附票システム標準化

対応業務負担金で、利率との標準化が２年から３年に１年延長になっ

た、その理由は何でしょうか。 

議長 小森嘉孝君 

 小森住民課長。 

住民課長 小森正広君 

これにつきましては、戸籍の附票の部分でございまして、延長にな

ったというのは、円滑な移行を推進するために、一部業務のほう遅れ

ているというところもございまして、電算協と契約しているベンダ

ー、富士フイルムさんが、国のほうへ一部移行の申請を行った結果、

認めてもらった形で、令和７年度末の予定の部分の一部を、令和８年

度に繰り越すというような内容になっています。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 これはシステムがどうのこうのじゃなくて、業者の都合による延長

という考え方ですか。 

議長 小森嘉孝君 

 小森住民課長。 

住民課長 小森正広君 

基本的な住所だとか氏名、基本的な移行しなさいという部分は終わ

るんですけど、それを終わらせる前提で、一部機能というか、直接の

影響ないといったらあれなんですが、業務に影響のない部分は国とし

ても認めますというところで、実情はやっぱり法制の改正、かな入力

の部分の追加等によって、システム開発とかが遅れてきているという

ところも踏まえているのも実情でございます。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 
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 何か分かったような、分からないような答弁ですよね。何かよく分

からないんですよ。業務に影響のない部分だから延長が認められたと

いうのが答弁ですよね。今の答弁は、業務に影響がないから、国で延

長が認められた。だから延長をかけた。だって本来であれば２年でで

きる委託契約を、これ委託の変更契約をしたってことでしょう。する

んでしょう。 

住民課長 小森正広君 

しますね、これは。 

２番 橋本初昭君 

 もうちょっと分かりやすく説明できませんか。もうこれで最後なん

で、また質問することはないですけど、どっちみちこっちも素人なん

で。何かイマイチ分かりにくいですよね。今の答弁は。 

議長 小森嘉孝君 

 小森住民課長。 

住民課長 小森正広君 

申し訳ございません。やはり通常２年間で終わる予定でおりました

が、やはり一部機能等は増えていきましたので、実情は、一部影響の

ない部分は国のほうに認められたということで、システム開発にも余

裕を持った形で進めることが認められましたので、電算協を通じた形

で１年伸ばしていくということで話を聞いております。それに伴いま

して、今年度に一部分を次年度に繰り越して、令和８年度に終わらせ

るという形で聞いております。 

２番 橋本初昭君 

 ちょっとだけ休憩してもらえますか。 

議長 小森嘉孝君 

 休憩します。 

 休憩（１３：４８） 

再開（１３：５０） 

 

議長 小森嘉孝君 

 休憩を解き会議を再開します。ほかに質疑ございませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 ないようでありますので、続いて６款農林水産業費から１３款職員

給与費まで、１４ページから１７ページまでの、４ページです。８番、

白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 確認させてください。１２款１目元金、普通債償還元金４,４６０
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万４,０００円ですが、土木と思うんですが、土木の内の内訳はどう

いった土木なのか、教えてください。 

議長 小森嘉孝君 

 髙田総務課長。 

総務課長 髙田博之君 

土木費というところの借入金の関係ですが、令和５年、６年と借入

れしております緊急浚渫推進事業債ということで、河川維持管理事業

で行って、今年度もやっているんですけれども、そちらのほうの２本

分ということで、４,４６０万４,０００円ということになっておりま

す。 

議長 小森嘉孝君 

 よろしいですか。よろしい、大丈夫ですか。２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 したら関連で。今白幡議員から出たので、その他の臨時財政ですよ

ね。これの借入れ年度と償還終了年度、借入れ利率、借入れ先、今の

土木と合わせて教えてください。 

議長 小森嘉孝君 

 髙田総務課長。 

総務課長 髙田博之君 

借入れ先につきましては、いずれも北海道市町村備荒資金組合とな

っております。返済予定、完了予定ですとかになりますが、順番に言

っていきます。普通債のほうの、先ほど言いました、令和５年度借入

れの緊急浚渫事業債につきましては、当初の借入額が２,７８０万円、

利率が０.６％、返済完了予定が令和１５年度となっております。令

和６年度の借入れにつきましては、借入額が１,９９０万円、利率が

１.０％、返済完了予定が令和１５年度となっております。臨時財政

対策債につきましては、平成２８年度の借入れとなっておりまして、

借入額が９,８０７万円、利率が０.０１％、返済完了予定が令和８年

度ということで、来年度となっております。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 繰上償還する目的は何ですか。 

議長 小森嘉孝君 

 髙田総務課長。 

総務課長 髙田博之君 

基本的に利息の軽減なんですけれども、臨時財政対策債につきまし

ては来年で終わって、そんなに利率というか、利息のメリットという
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のはないんですけれども、起債の残額を減らすという意味も含めて、

繰上償還できるものということで、臨時財政対策債についても今回含

めて、繰上償還させていただいております。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 起債の利子の軽減、僕の期待した答弁は、公債費比率だとか公債費

に対する利率の軽減のためという答弁なのかなと思っていたんです

が、違っていて、そういうのは別に試算とはしてなかったんですか、

起債制限比率だとか公債費負担比率、返した場合、何パーセントが軽

減されるとか、そういう試算はしてない。いやそれと合わせて、この

浚渫と臨時財政対策債、普通交付税に償還金を算入されていますよ

ね。ただこれは過疎債と違って、許可額だから、理論償還の額だから、

繰上償還しても算入率に影響はないので、繰上償還したという解釈で

よろしいですか。 

議長 小森嘉孝君 

 髙田総務課長。 

総務課長 髙田博之君 

議員おっしゃるとおりで、一応、理論償還に基づく交付税措置はそ

のまま続くということで、今回、繰上償還しているということになっ

ております。 

２番 橋本初昭君 

 軽減は、試算はしていない。 

総務課長 髙田博之君 

試算についてはしておりません。申し訳ありません。 

議長 小森嘉孝君 

 よろしいですか。ほかにございませんか。２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 １４ページの農業振興費、畑地促進事業なんですが、まず３点ほど

教えてください。対象のほか個人・法人合わせて、何件ぐらい想定し

ているのか。それと土地改良区の地区除外、決済金等とは何か、内容

を教えてください。それとこれに対しての補助割合、支援をすると言

っているんですが、補助割合はどの程度なのか、この３点を答弁願い

ます。 

議長 小森嘉孝君 

 齊藤農林水産課長。 

農林水産課

長 

齊藤晶夫君 

ちょっと確認しますので、お時間いただければと思います。 
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 議長 小森嘉孝君 

 暫時休憩します。 

 休憩（１３：５６） 

再開（１３：５９） 

 

議長 小森嘉孝君 

 休憩を解き、会議を再開します。齊藤農林水産課長。 

農林水産課

長 

齊藤晶夫君 

遅くなりました。大変申し訳ございません。まず、３点の御質問で

ありますが、まず対象農家数につきましては３件で、筆数としては５

筆分で３０３.７アールということでございます。地区除外決済金の

関係につきましては、単価のほうが土地改良区の維持管理費、水路等

の維持管理費、あと事業運営から土地改良区の面積を除した金額を総

面積で割りまして、反当たり、１０アール当たり、１反当たり２万１,

７６６円の単価になってございます。これに、今回の除外した３０３.

７アールを掛けて、事業費については６６万１,０３２円ということ

でなってございます。補助率については、国のほうで１０割補助とい

うことでございます。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 畑地化に取り組むということだったから、畑地化に転換するんです

けど、畑地化に作る作物というのは制限あるんですか。 

議長 小森嘉孝君 

 齊藤農林水産課長。 

農林水産課

長 

齊藤晶夫君 

特に畑で作る作物には制限はないというふうにお聞きしてますが、

今回、遠別のほうで転換している部分につきましては、ほとんど麦と

いうふうに、主流というふうに聞いております。 

議長 小森嘉孝君 

 よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 一時借入金利子なんですが、今回ちょっと５００万ということでか

なり大きいんですが、当初予算の借入れ利率、借入れ予定額、借入れ

期間、それに対して、今、補正の５００万、どのような対応になって

いるのか教えてください。 

議長 小森嘉孝君 

 髙田総務課長。 
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 総務課長 髙田博之君 

こちらにつきましては、当初の借入れ予定額が１０億で、借入れ利

率が１.２％、借入れ期間が９０日として計算しておりました。現在

までの実績につきましては、４月７日から５９日間で６億を１.２％、

３件あるんですけども、２件目が６月２０日から７８日間で３億で

１.１％、９月２５日から４４日間で４億で１.２％となっておりま

す。今後というか現在も借入れを行っているんですけども、１１月２

８日から５月２９日までの１８３日間の予定で、４億で１.３％、こ

れ以降につきましては、今後の予定になるんですけども、令和８年の

２月２５日から９４日間、５月２９日までの予定で、２億で１.３％、

もう１件が３月２５日から、こちらも５月２９日までの７１日間の予

定で、８億で１.３％として、今回計上させていただいております。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 それで、１１月２８日、借りる前までの利子額というのは幾らです

か。それと借入れ先、財調からの繰り替えなのか、一般の金融機関な

のか、お教え願います。 

議長 小森嘉孝君 

 髙田総務課長。 

総務課長 髙田博之君 

３件の借入れ利息につきましては、２４４万８,０００円となって

おります。こちらの全て借入れのほうにつきましては、財政調整基金

からの繰り替えということになっております。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 今回５００万プラスしてトータルで８００万円の利子を見込んで

るんですよね。１年間でトータルで、今２４４万７,０００円で、１

１月末から来年の５月の二十何日まで約５００万の利子が発生する

という考え方でよろしいんですね。 

議長 小森嘉孝君 

 髙田総務課長。 

総務課長 髙田博之君 

議員おっしゃるとおり、そのとおりでございます。 

議長 小森嘉孝君 

 よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

  （「なし」との声あり） 
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 議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳出の質疑は終わります。次に、歳入について質疑を行い

ます。１４款国庫支出金から２１款町債まで、８ページから１０ペー

ジの３ページです。２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 ９ページの雑入なんですが、農業次世代人材投資事業の補助金で返

還金１１２万５,０００円、先ほどの説明では、離農したんで返さな

きゃならないと。これ分割じゃなくて一括ですよね。本人と話合いは

きちっとされてるんでしょうか。 

議長 小森嘉孝君 

 齊藤農林水産課長。 

農林水産課

長 

齊藤晶夫君 

この返還分に関しましては、御本人、もう離町されてるんですが、

離町前には御本人のほうに面談をいたしまして、年度内で一括でお支

払いいただくような確約のほうは取れてございます。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 歳出での返還金１１２万５,０００円、これはいつまでですか。 

議長 小森嘉孝君 

 齊藤農林水産課長。 

農林水産課

長 

齊藤晶夫君 

これは、同じく年度内、７年度中に道のほうに返還する予定でござ

います。 

議長 小森嘉孝君 

 ほかに質疑はございませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳入の質疑を終わります。歳入歳出全般について質疑を行

います。いいですか。２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 歳出、１２ページ、社会福祉総務費で犯罪被害者の見舞金３０万円、

これ扶助費で見てるんですが、この扶助費で見たという考え方、ちょ

っと私これ最初見たときに、扶助費でいいんだろうかというのがちょ

っと。 

議長 小森嘉孝君 

 小林福祉課長。 

福祉課長 小林大輔 
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 扶助費としたのは、災害の遭った際の見舞金がこちらのほうに計上

されるかなということもありまして、こちらのほうがより近いかなと

いう形で、扶助費のほうで計上させていただきました。 

議長 小森嘉孝君 

 ２番、橋本初昭君。 

２番 橋本初昭君 

 私もちょっと調べたんですけど、扶助費というのは、大体公的扶助

で、生活保護だとか身体障害者だとか、乳幼児の福祉の公的扶助の支

出科目だという理解でいたんですよ。この見舞金のことを調べたらい

ろいろあって、報奨費で計上してる団体もあれば、いろいろあるんで

すが、これは、たまたまほかの自治体を御参考にこの扶助費で計上し

たのか、そこら辺は先進地のことを調べて計上したのかどうか、それ

をお知らせください。 

議長 小森嘉孝君 

 小林福祉課長。 

福祉課長 小林大輔 

 この件につきましては、天塩署管内同一にやっていこうという話に

もともとなっておりまして、天塩町と確認しながら扶助費がいいので

はないかということで相談させていただいております。 

 先進地事例については、申し訳ありませんが確認しておりません。 

議長 小森嘉孝君 

 よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳入歳出の質疑は終わります。以上で、本案に対する質疑

は終わります。お諮りいたします。議案第５９号、討論省略、採決し

てよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第５９号について、原案に賛成の諸君の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第５９号は原案のとおり可

決されました。 

日程第２０ 議長 小森嘉孝君 

日程第２０、議案第６０号令和７年度遠別町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）を議題とします。提案理由及び内容の説明を求め
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ます。福祉課長、小林大輔君。 

福祉課長 小林大輔君 

ただいま上程されました議案第６０号令和７年度遠別町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）につきまして、提案理由及び内容に

ついて御説明申し上げます。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。歳出から行います。１款総

務費、６ページから７ページまでの２ページです。ありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳出の質疑は終わります。次に、歳入について質疑を行い

ます。２款国庫支出金から５款繰入金まで、５ページの１ページです。

ありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳入の質疑は終わります。歳入歳出全般について質疑を行

います。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。議案

第６０号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第６０号について、原案に賛成の諸君の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第６０号は原案のとおり可

決されました。 

日程第２１ 議長 小森嘉孝君 

日程第２１、議案第６１号令和７年度遠別町国民健康保険診療所特

別会計補正予算（第２号）を議題とします。提案理由及び内容の説明

を求めます。診療所事務長、西尾英樹君。 

診療所事務

長 

西尾英樹君 

ただいま上程されました議案第６１号令和７年度遠別町国民健康

保険診療所特別会計補正予算（第２号）について、提案理由及び内容

について御説明いたします。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 
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 これより本案に対する質疑を行います。歳出から行います。１款総

務費、７ページから８ページの２ページです。ありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳出の質疑は終わります。次に、歳入について質疑を行い

ます。４款繰入金から５款繰越金まで、６ページの１ページです。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳入の質疑は終わります。歳入歳出全般について質疑を行

います。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。議案

第６１号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第６１号について、原案に賛成の諸君の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第６１号は原案のとおり可

決されました。 

日程第２２ 議長 小森嘉孝君 

日程第２２、議案第６２号令和７年度遠別町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。提案理由及び内容の説明を求

めます。福祉課長、小林大輔君。 

福祉課長 小林大輔君 

ただいま上程されました議案第６２号令和７年度遠別町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由及び内容

について御説明申し上げます。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。歳出から行います。１款総

務費から２款後期高齢者医療広域連合納付金まで、６ページの１ペー

ジです。ありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳出の質疑は終わります。次に、歳入について質疑を行い

ます。３款繰越金から５款国庫支出金まで、５ページの１ページです。 
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   （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳入の質疑は終わります。歳入歳出全般について、質疑を

行います。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。議案

第６２号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第６２号について、原案に賛成の諸君の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第６２号は原案のとおり可

決されました。 

日程第２３ 議長 小森嘉孝君 

日程第２３、議案第６３号令和７年度遠別町介護保険特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。提案理由及び内容の説明を求めます。

福祉課長、小林大輔君。 

福祉課長 小林大輔君 

ただいま上程されました議案第６３号令和７年度遠別町介護保険

特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案理由及び内容につい

て御説明申し上げます。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。保険事業勘定の歳出から行

います。１款総務費から６款諸支出金まで、９ページから１１ページ

までの３ページです。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳出の質疑は終わります。次に、保険事業勘定の歳入につ

いて質疑を行います。２款国庫支出金から６款繰入金まで、７ページ

から８ページの２ページです。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳入の質疑は終わります。保険事業勘定、歳入歳出全般に

ついて質疑を行います。 

  （「なし」との声あり） 
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 議長 小森嘉孝君 

 次に、サービス事業勘定の歳出について質疑を行います。１款総務

費、１５ページの１ページです。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳出の質疑は終わります。次に、サービス事業勘定の歳入

について質疑を行います。２款繰入金から３款繰越金まで、１４ペー

ジの１ページです。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、歳入の質疑は終わります。サービス事業勘定、歳入歳出全

般について、質疑を行います。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。議案

第６３号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第６３号について、原案に賛成の諸君の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第６３号は原案のとおり可

決されました。 

日程第２４ 議長 小森嘉孝君 

日程第２４、議案第６４号令和７年度遠別町簡易水道事業会計補正

予算（第２号）を議題とします。提案理由及び内容の説明を求めます。

建設課長、千葉光彦君。 

建設課長 千葉光彦君 

ただいま上程されました議案第６４号令和７年度遠別町簡易水道

事業会計補正予算（第２号）について、提案理由及び内容の説明をい

たします。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。収益的収入及び支出全般に

ついて行います。３ページから４ページまでの２ページです。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 簡易水道事業会計全般について質疑を行います。 
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   （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。議案

第６４号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第６４号について、原案に賛成の諸君の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第６４号は原案のとおり可

決されました。 

日程第２５ 議長 小森嘉孝君 

日程第２５、議案第６５号令和７年度遠別町下水道事業会計補正予

算（第１号）を議題とします。提案理由及び内容の説明を求めます。

建設課長、千葉光彦君。 

建設課長 千葉光彦君 

ただいま上程された議案第６５号令和７年度遠別町下水道事業会

計補正予算（第１号）について、提案理由及び内容の説明をいたしま

す。説明（記載省略） 

議長 小森嘉孝君 

 これより本案に対する質疑を行います。収益的収入及び支出全般に

ついて行います。３ページから４ページの２ページです。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 下水道事業会計全般について、質疑を行います。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、本案に対する質疑は終わります。お諮りいたします。議案

第６５号、討論省略、採決してよろしいですか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。議案第６５号について、原案に賛成の諸君の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、議案第６５号は原案のとおり可

決されました。 
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日程第２６ 議長 小森嘉孝君 

日程第２６、意見案第８号国土強靱化に資する社会資本整備等に関

する意見書を議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。８

番、白幡広喜君。 

８番 白幡広喜君 

 意見案第８号国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書

について、提案理由及び内容の説明をいたします。北海道は、豊かな

自然、広大な大地、冷涼な気候などの特性と豊富な再生可能エネルギ

ーをはじめ、我が国最大の供給力を有する農林水産物、自然や文化を

生かした観光資源といった数多くのポテンシャルを有しており、これ

らの独自性や優位性を生かしながら、将来にわたって持続可能な活力

ある北海道の実現を目指しています。しかしながら、本道の道路を取

り巻く環境は、高規格道路におけるミッシングリンクをはじめ、自然

災害に伴う交通障害、道路施設の老朽化など多くの課題を抱えており

ます。こうした課題を解消し、人流・物流の効率化による生産性向上

及び国際競争力の強化、激甚化・頻発化する大規模災害に備えた強靱

な地域づくりを進めるため、本道の骨格を形成する高規格道路から身

近な市町村道に至るまで道路網の整備や老朽化対策などを着実に推

進するとともに、安定した除排雪体制の確保など、冬期間の住民の安

全・安心を確保することが必要であります。地方財政が依然として厳

しく、また資材価格の高騰や賃金水準の上昇に対応する中で、必要な

道路整備や除排雪を含む維持管理を長期安定的に進めるため予算を

確保することが重要であり、気候変動に伴い激甚化・頻発化する自然

災害への対応、令和６年能登半島地震の教訓なども踏まえ、高規格道

路から市町村道に至る道路網の整備や老朽化対策、除排雪の充実確保

など国土強靱化の取組をより一層推進するため、特段の措置を講ずる

よう強く要望するものであります。以上のような内容でありますの

で、会議規則第１４条の規定により意見案を提出いたします。十分御

審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。以上です。 

議長 小森嘉孝君 

 提案者に対し、質疑があれば、これを許します。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 以上で、質疑は終わります。これから討論を行います。討論はあり

ませんか。 

  （「なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 討論なしと認めます。お諮りいたします。意見案第８号は、原案の



- 46 - 
 

とおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

議長 小森嘉孝君 

 起立全員であります。したがって、意見案第８号は原案のとおり可

決し、関係機関へ提出することに決しました。 

閉会 議長 小森嘉孝君 

 お諮りいたします。本定例会の会議に付された案件の審議は全部終

了しました。よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉

会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」との声あり） 

議長 小森嘉孝君 

 異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日をもって閉会す

ることに決しました。これにて令和７年第６回遠別町議会定例会を閉

会します。本日は御苦労さまでした。 

 

 


